
廃棄物の放射線測定事

様

業　　　　　　　　　

式

　　　　　　　　　

担

第

当部課 環境経済部・ク

６

リーンセンター　　　

号

　　　　　　　　　　

事

　　　　

中間執行状況

業

　廃棄物の安定処理を

コ

行うため、市内から回

ー

収した枝木や雑草等、

ド

焼却灰、不燃物の放射

1

能測定

を毎月実施する

9

とともに、埋立て等を

3

受け入れていただいて

8

いる事業者の設定基準

令

１，０００ベ

クレル／

和

㎏を下回るよう焼却量

　

を調整しています。

　

２

さらに、排ガスの放射

年

能についても毎月測定

度

し、いずれも不検出と

事

なっています。

　今後

務

も、安定した廃棄物処

事

理を行っていくため、

業

引き続き、放射能測定

中

を実施していきます。

間

令和 2年10月 1

報

日

市長あて

環境経済部

告

長

書

(市長の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 震災


